
事業名 区分 内容 開催時期 参加費用 連絡先

・ 70歳以上の方

・ 身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健
福祉手帳のいずれかを
所有している方

・ 指定難病患者

・ 運転免許証を自主返納
した方

URL： https://www.town.godo.gifu.jp/life/kou_kai/kou_kai16.html

R5年度　高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けた事業　（神戸町）

対象者

タクシー送迎
（ばらタク）

サービス事業
補助制度

在宅高齢者等の日常生活及び社会参加支援として、自
宅等から町内目的地へのタクシーによる移送サービスを
町内の２タクシー事業者に委託

対象者はばらタク利用証又はばらの里優待利用証を提
示し、１乗車一人につき１回200円で町内移動の際にタク
シーを利用可能

（１乗車で2,500円を超えた場合は、超えた分を自己負担
とする。）

通年

神戸町に住民登録があり、
以下のいずれかに当ては
まる方

200円

神戸町
健康福祉課
高齢福祉係
0584-27-0175

https://www.town.godo.gifu.jp/life/kou_kai/kou_kai16.html

